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各
省
庁
が
来
年
度
予
算
の
概
算
要
求
の
作

成
に
着
手
す
る
時
期
に
あ
わ
せ
て
、
労
働
界

や
財
界
は
そ
れ
ぞ
れ
が
求
め
る
重
点
政
策
の

考
え
方
を
ま
と
め
、
各
省
庁
に
要
請
行
動
な

ど
を
展
開
す
る
。
雇
用･

労
働
分
野
に
関
す

る
連
合
、
日
本
経
団
連
、
日
本
商
工
会
議
所

の
今
年
の
要
請
内
容
を
概
観
す
る
。

連
合
は
一
〇
項
目
の
重
点
課

題
を
要
請

連
合
は
六
月
四
日
、
厚
生
労
働
省
の
幹
部

と
会
い
、
雇
用･

労
働
分
野
を
軸
に
政
策
課

題
を
要
請
し
た
。
五
月
末
の
中
央
委
員
会
で

決
め
た
向
こ
う
二
年
間
の
「
二
〇
〇
八
〜
〇

九
年
度
政
策･

制
度　

要
求
と
提
言
」
を
ベ

ー
ス
に
、
〇
八
年
度
に
向
け
た
連
合
と
し
て

の
「
重
点
政
策
」
を
絞
り
込
ん
だ
も
の
。
会

談
で
は
、
要
望
内
容
を
来
年
度
予
算
編
成
と

当
面
の
政
策
運
営
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
厚
労

省
に
求
め
た
。

連
合
は
重
点
政
策
と
し
て
一
〇
の
事
項
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
主

要
な
七
つ
の
課
題
は
以
下
の
と
お
り
。

①
賃
金
底
上
げ
機
能
を
発
揮
す
る
最
低
賃

金
制
度
の
確
立
＝
地
域
別
最
低
賃
金
は
水
準

を
重
視
し
た
引
き
上
げ
を
は
か
る
た
め
、
必

要
な
生
計
費
の
実
態
と
一
般
労
働
者
の
賃
金

水
準
を
十
分
考
慮
し
た
施
策
を
講
ず
る
。

②
労
働
者
派
遣
・
請
負
に
つ
い
て
＝
「
日

雇
い
派
遣
」「
ス
ポ
ッ
ト
派
遣
」
に
つ
い
て
実

態
を
速
や
か
に
調
査
し
、
適
切
な
規
制
を
行

う
。③

労
働
時
間
問
題
に
つ
い
て
＝
時
間
外
労

働
限
度
時
間
基
準
の
あ
り
方
、
法
定
割
増
率

の
引
き
上
げ
な
ど
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ

ン
ス
の
視
点
か
ら
労
働
時
間
制
度
に
つ
い
て

速
や
か
に
検
討
を
開
始
す
る
。

④
外
国
人
技
能
研
修
・
実
習
生
制
度
に
つ

い
て
＝
不
正
な
運
用
が
横
行
し
て
い
る
た
め

抜
本
的
な
改
革
が
必
要
。
政
府
間
調
整
を
厚

労
省
の
視
点
で
す
す
め
る
べ
き
。　

⑤
基
礎
年
金
の
税
方
式
化
や
被
用
者
年
金

一
元
化
な
ど
年
金
制
度
改
革
の
推
進
＝
「
被

用
者
年
金
勘
定
（
仮
称
）」
に
よ
る
厚
生
年

金
と
各
共
済
年
金
の
財
政
単
位
と
「
給
付
と

負
担
」
の
一
元
化
を
は
か
り
、
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
を
含
む
民
間
労
働
者
、
公
務
員
な
ど
す

べ
て
の
雇
用
労
働
者
が
加
入
す
る
真
の
被
用

者
年
金
制
度
を
再
構
築
す
る
。

⑥
積
極
的
雇
用
政
策
と
社
会
保
障
政
策
と

の
連
携
に
よ
る
新
た
な
最
低
生
活
保
障
制
度

の
確
立
＝
雇
用
政
策
と
の
連
携
や
社
会
保

険
・
労
働
保
険
の
機
能
強
化
（
第
一
層
）、

長
期
失
業
者
等
へ
の
「
就
労
・
生
活
支
援
給

付
」
制
度
の
創
設
（
第
二
層
）、
住
宅
扶
助

の
社
会
手
当
化
な
ど
生
活
保
護
制
度
の
抜
本

改
革
（
第
三
層
）
等
、
三
層
構
造
に
よ
る
新

た
な
最
低
生
活
保
障
制
度
の
構
築
。

⑦
「
子
育
て
基
金
」
の
創
設
な
ど
社
会
的

子
育
て
支
援
の
積
極
的
な
推
進
＝
保
険
料
の

負
担
の
半
減
、
児
童
手
当
の
引
き
上
げ
や
育

児
休
業
給
付
の
拡
充
な
ど
、
総
合
的
な
子
育

て
世
代
へ
の
経
済
的
支
援
を
拡
充
す
る
た
め

「
子
育
て
基
金
」（
仮
称
）
を
創
設
す
る
こ
と
。

　

今
年
新
規
に
要
求
し
た
事
柄
と
し
て
は
、

⑥
の
新
た
な
最
低
生
活
保
障
制
度
の
構
築
と
、

⑦
の
「
子
育
て
基
金
」
の
創
設
と
な
る
。

こ
の
日
の
要
請
行
動
に
対
し
て
、
厚
生
労

働
省
側
か
ら
は
、
辻
事
務
次
官
（
当
時
）
以

下
、
局
長
ク
ラ
ス
が
出
席
。
連
合
の
要
請
に

対
し
て
、
厚
労
省
側
は
、「
日
雇
い
派
遣
の
調

査
を
早
急
に
行
い
た
い
」、「
長
時
間
労
働
の

是
正
に
は
、
所
定
労
働
時
間
の
抑
制
と
年
休

取
得
率
の
向
上
が
重
要
で
あ
り
、
一
律
の
数

値
目
標
の
設
定
よ
り
も
具
体
的
対
策
が
必

要
」、「
基
礎
年
金
の
税
方
式
化
は
、 
財
源
確

保
等
の
観
点
か
ら
も
意
見
が
一
致
し
な
い
」

な
ど
と
回
答
し
た
。

経
団
連
は
雇
用･

労
働
分
野
で

新
た
に
三
四
の「
規
制
改
革
」

を
要
望

一
方
、
日
本
経
団
連
は
六
月
二
九
日
に
雇

用･

労
働
分
野
を
含
め
一
四
分
野
二
〇
五
項

目
に
及
ぶ
「
二
〇
〇
七
年
度
日
本
経
団
連
規

制
改
革
要
望
」
を
発
表
し
た
。
日
本
経
団
連

は
毎
年
春
に
全
会
員
企
業
・
団
体
を
対
象
に

「
規
制
改
革
要
望
に
関
す
る
調
査
」
を
実
施
。

今
年
は
一
三
七
の
企
業
・
団
体
か
ら
寄
せ
ら

れ
た
回
答
（
七
一
七
）
を
も
と
に
要
望
を
取

り
ま
と
め
た
。
こ
れ
ら
の
要
望
は
、
発
表
と

同
時
に
、
政
府
が
六
月
に
設
け
て
い
る
規
制

改
革
要
望
等
の
集
中
受
付
月
間
「
あ
じ
さ
い

月
間
」
に
提
出
し
、
規
制
改
革
会
議
な
ど
に

参
加
す
る
日
本
経
団
連
の
幹
部
な
ど
と
連
携

し
て
、
政
策
の
実
現
を
め
ざ
す
。

二
〇
五
項
目
の
う
ち
、
八
七
項
目
が
新
規

の
要
望
事
項
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
通
り
、

「
規
制
改
革
」
が
要
望
内
容
と
し
て
は
メ
ー

ン
と
な
っ
て
お
り
、
雇
用
・
労
働
分
野
の
新

た
な
要
望
事
項
が
三
四
項
目
を
占
め
る
。

雇
用
・
労
働
分
野
の
規
制
改
革
を
求
め
る

前
提
の
考
え
方
と
し
て
は
、
労
働
力
人
口
の

減
少
が
進
行
す
る
な
か
、
働
き
方
の
選
択
肢

を
多
様
化
し
、
生
産
性
の
向
上
を
図
る
べ
く
、

労
働
法
制
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も

の
。
さ
ら
に
、
労
働
力
の
需
給
調
整
機
能
を

高
め
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
市
場
の
活
性
化

雇
用
・
労
働
分
野
の
政
策
に
お
け
る

労
働
組
合
、使
用
者
団
体
の
要
望
事
項　
調
査･

解
析
部

連合と厚労省の会談の様子（６月４日）
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を
促
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
ず
、
新
規
の
要
望
事
項
を
み
る
と
、
現

行
半
年
に
な
っ
て
い
る
紹
介
予
定
派
遣
の
派

遣
期
間
を
一
年
に
延
長
す
る
こ
と
、
紹
介
報

奨
制
度
の
規
制
を
解
除
し
、
知
人
・
友
人
等

を
新
人
社
員
等
と
し
て
紹
介
し
た
自
社
労
働

者
に
対
し
て
、
紹
介
の
報
奨
金
の
支
給
を
認

め
る
こ
と―

―

な
ど
が
あ
が
っ
て
い
る
。
そ

れ
以
外
は
、
各
種
手
続
や
審
査
の
迅
速
化
・

合
理
化
を
求
め
る
声
が
大
き
い
実
情
を
反
映

し
て
、
行
政
手
続
の
簡
素
化
に
関
す
る
項
目

が
中
心
だ
。

昨
年
か
ら
の
継
続
要
望
事
項
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、雇
用･

労
働
分
野
三
四
項
目
の
う
ち
、

冒
頭
か
ら
一
一
項
目
が
労
働
者
派
遣
事
業
関

係
（
一
部
請
負
関
係
含
む
）
と
群
を
抜
く
。

「（
医
療
関
係
業
務
な
ど
）
派
遣
禁
止
業
務

の
解
禁
」「
い
わ
ゆ
る
二
六
業
務
の
拡
大
」「
雇

用
申
込
義
務
の
廃
止
」「
い
わ
ゆ
る
自
由
化
業

務
に
お
け
る
派
遣
期
間
制
限
の
撤
廃
」
な
ど

が
あ
が
っ
て
い
る
。

東
京
商
工
会
議
所
が
五
月
に
実
施
し
た

「
平
成
一
九
年
度
労
働
政
策
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
」（
回
答
八
三
五
社
）
に
よ
る
と
、

前
年
調
査
と
比
較
し
て
派
遣
労
働
者
を
受
け

入
れ
た
企
業
の
割
合
は
四
・
九
ポ
イ
ン
ト
拡

大
、
今
後
の
受
け
入
れ
意
向
で
も
、「
拡
大
・

新
規
受
け
入
れ
予
定
」
が
、
二
四
・
七
％
と
、

四
社
に
一
社
が
拡
大
な
い
し
新
規
の
受
け
入

れ
を
予
定
し
て
い
る
な
ど
、
派
遣
労
働
者
の

活
用
を
考
え
て
い
る
企
業
が
多
い
。
同
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、
労
働
者
派
遣
制
度
で
緩
和
す

べ
き
規
制
と
し
て
、「
事
前
面
接
の
解
禁
」（
六

四
・
一
％
）
が
ト
ッ
プ
で
、「
期
間
の
制
限
の

撤
廃
」（
四
八
・
六
％
）、「
直
接
雇
用
申
込
義

務
の
撤
廃
」（
三
四
・
三
％
）、「
対
象
業
務
の

拡
大
」（
二
〇
・
六
％
）
な
ど
が
続
い
て
お
り
、

日
本
経
団
連
の
要
望
も
こ
う
し
た
外
部
人
材

の
活
用
に
関
す
る
企
業
か
ら
の
規
制
緩
和
を

望
む
声
の
大
き
さ
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
い

え
る
。

労
働
時
間
規
制
の
適
用
除
外
制
度
の
拡
充

（
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
イ
グ
ゼ
ン
プ

シ
ョ
ン
の
導
入
）
や
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度

の
早
期
導
入
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
昨
年
か
ら

の
要
望
事
項
で
あ
る
。

「
格
差
の
固
定
化
」
を
回
避
す

る
経
済
政
策
を

こ
う
し
た
例
年
の
規
制
緩
和
を
求
め
る
動

向
と
は
別
に
、
日
本
経
団
連
は
六
月
一
九
日

に
「
豊
か
な
生
活
の
実
現
に
向
け
た
経
済
政

策
の
あ
り
方
」
と
題
す
る
提
言
を
発
表
し
て

い
る
。
提
言
は
、
国
民
全
体
の
生
活
水
準
を

向
上
さ
せ
、
経
済
的
格
差
の
固
定
化
を
防
ぐ

た
め
の
経
済
政
策
の
あ
り
方
を
主
張
。
今
後

必
要
と
さ
れ
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
基
本

的
な
方
向
を
提
起
し
て
い
る
。

提
言
は
ま
ず
、
日
本
の
所
得
と
資
産
の
水

準
を
国
際
比
較
す
る
と
、
一
人
当
た
り
国
民

総
所
得
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
平
均
を
上
回
り
、

一
人
当
た
り
保
有
純
資
産
額
は
世
界
の
上
位

に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
分
析
。
ま
た
経
済
的

格
差
に
つ
い
て
も
、
所
得
面
で
の
不
平
等
は

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
平
均
程
度
、
資
産
面
で
は

国
際
的
に
最
も
平
等
な
国
と
な
っ
て
い
る
な

ど
、
依
然
、
経
済
的
な
平
等
度
が
高
い
国
で

あ
る
と
強
調
す
る
一
方
、
足
元
の
状
況
と
将

来
を
展
望
す
る
と
楽
観
は
許
さ
れ
な
い
と
の

懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
懸
念
材
料
と
し
て
、
①
成
長
力
の
低

下
傾
向
②
就
職
氷
河
期
に
社
会
に
出
た
若
者

の
不
安
定
就
業
化
・
無
業
化
の
問
題
③
高
齢

者
世
帯
、
単
独
世
帯
、
母
子
世
帯
の
増
加
等
、

構
造
的
な
要
因
に
よ
る
生
活
困
窮
者
の
拡
大

―
―

を
あ
げ
、
こ
う
し
た
課
題
に
適
切
に
対

処
し
な
け
れ
ば
、
将
来
的
に
は
格
差
の
拡
大

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。

こ
の
う
ち
、
不
安
定
就
業
化
・
無
業
化
し

て
い
る
若
・
中
年
層
へ
の
対
応
と
し
て
は
、

就
業
能
力
を
向
上
さ
せ
、
経
済
的
自
立
を
図

る
た
め
に
、
労
働
市
場
に
お
け
る
需
給
調
整

機
能
の
強
化
と
職
業
能
力
向
上
を
通
じ
た
就

労
促
進
型
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
構
築
が
必
要

だ
と
す
る
。
ま
た
、
企
業
と
し
て
は
、
新
卒

採
用
に
偏
ら
な
い
通
年
採
用
の
拡
大
や
、
中

途
採
用
を
容
易
に
す
る
仕
事
・
役
割
を
基
軸

と
し
た
賃
金
制
度
へ
の
転
換
を
図
る
と
と
も

に
、
政
府
が
打
ち
出
し
た
「
人
材
能
力
戦
略

（
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
等
）」
に
対
し
て
積
極

的
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と

主
張
し
て
い
る
。

日
本
経
団
連
の
御
手
洗
冨
士
夫
会
長
は
六

月
二
八
日
に
都
内
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
を

視
察
し
た
後
、
山
本
有
二
・
再
チ
ャ
レ
ン
ジ

担
当
大
臣
（
当
時
）
と
若
年
者
の
雇
用
対
策

に
つ
い
て
懇
談
し
た
。
席
上
、
御
手
洗
会
長

は
若
年
者
雇
用
対
策
に
つ
い
て
、「
就
職
氷
河

期
に
思
う
よ
う
に
就
職
で
き
な
か
っ
た
若
者

に
つ
い
て
、
能
力
を
向
上
す
る
機
会
を
提
供

で
き
る
よ
う
官
民
一
体
で
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
」
と
述
べ
、「
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
」
を
は

じ
め
と
す
る
政
府
の
取
り
組
み
へ
の
期
待
を

示
し
て
い
る
。

商
工
会
議
所
は
少
子
高
齢
化

対
策
の
充
実
を
要
請

日
本
商
工
会
議
所
は
七
月
一
八
日
に
夏
季

政
策
懇
談
会
の
政
策
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
、「
わ

が
国
の
成
長
力
強
化
に
向
け
て
」
を
発
表
し

た
。
今
後
、
わ
が
国
が
成
長
力
を
強
化
・
維

持
し
て
い
く
た
め
に
、
重
要
な
課
題
に
関
す

る
提
言
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
政
府
に
対
し

て
は
、
と
く
に
少
子
化
対
策
の
強
化
・
充
実

を
求
め
て
い
る
。
ア
ピ
ー
ル
で
は
「
政
府
に

お
い
て
は
、
少
子
化
対
策
へ
の
財
政
資
金
の

投
入
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

企
業
は
残
業
の
削
減
や
育
児
・
有
給
休
暇
の

取
得
促
進
な
ど
従
業
員
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
職
場
環
境
の
改
善
に

積
極
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、
政
府
に

お
い
て
も
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
支
援
す

る
た
め
の
税
制
、
財
政
、
金
融
上
の
優
遇
措

置
を
十
分
に
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
」「
財
政
資

金
の
投
入
を
惜
し
む
べ
き
で
は
な
い
」
な
ど

と
し
、
政
府
の
役
割
に
期
待
感
を
示
し
て
い

る
。逆

に
、
最
低
賃
金
法
改
正
に
よ
る
水
準
引

き
上
げ
の
動
向
を
強
く
け
ん
制
す
る
。「
労

働
関
連
法
制
は
、
働
き
方
の
多
様
化
に
対
応

し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
画
一
的
あ

る
い
は
過
剰
な
規
制
は
企
業
活
動
を
萎
縮
さ

せ
、
経
済
成
長
の
阻
害
要
因
と
も
な
り
か
ね

な
い
。
特
に
、
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て
は
、
企
業
の
支
払
い
能
力
を
高
め
る
こ

と
が
そ
の
前
提
で
あ
る
。
無
理
な
引
き
上
げ

を
強
制
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
死
の
努
力
に

よ
り
経
営
を
維
持
し
て
い
る
企
業
の
存
続
自

体
が
不
可
能
と
な
る
恐
れ
す
ら
あ
る
」
と
強

調
。
そ
の
う
え
で
、
無
理
な
引
き
上
げ
を
強

制
し
よ
う
と
す
れ
ば
、「
必
死
の
努
力
に
よ
り

経
営
を
維
持
し
て
い
る
企
業
の
存
続
自
体
が

不
可
能
と
な
る
恐
れ
す
ら
あ
る
」
と
訴
え
る

な
ど
、
中
央
・
地
方
の
最
低
賃
金
審
議
会
で

の
協
議
や
法
改
正
の
動
き
に
ク
ギ
を
刺
し
て

い
る
。　
　
　
　
　
　


